
一

◎
三
重
県
地
域
産
業
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

新
旧
対
照
表

○
三
重
県
地
域
産
業
振
興
条
例
（
平
成
十
七
年
三
重
県
条
例
第
八
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
基
本
理
念
）

第
一
条

地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
は
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
産
業
の
持

続
的
か
つ
多
様
な
発
展
に
よ
り
快
適
で
魅
力
あ
る
地
域
社
会
が
実
現
さ
れ
る

こ
と
を
基
本
と
し
、
産
業
に
携
わ
る
者
及
び
産
業
の
担
い
手
と
な
る
者
の
能

力
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
自
ら
の
創
意
工
夫
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
活

動
及
び
地
域
間
の
連
携
が
助
長
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
各
々

の
産
業
の
基
盤
の
強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
二
条

（
略
）

２

県
は
、
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
産
業
に
携
わ
る
者
、
教
育
機
関
、
研

究
機
関
、
地
域
住
民
等
と
の
相
互
の
緊
密
な
連
携
協
力
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
基
本
方
針
）

第
五
条

県
は
、
次
に
掲
げ
る
産
業
の
振
興
に
係
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
地

域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

情
報
通
信
技
術
の
活
用
、
産
業
の
高
付
加
価
値
化
、
経
営
の
革
新
及
び

新
た
な
産
業
の
創
出
を
促
進
す
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

（
基
本
理
念
）

第
一
条

地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
は
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
産
業
の
持

続
的
か
つ
多
様
な
発
展
に
よ
り
快
適
で
魅
力
あ
る
地
域
社
会
が
実
現
さ
れ
る

こ
と
を
基
本
と
し
、
産
業
に
携
わ
る
者
及
び
産
業
の
担
い
手
と
な
る
者
の
能

力
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
自
ら
の
創
意
工
夫
及
び
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た

活
動
が
助
長
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
各
々
の
産
業
の
基
盤
の

強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
二
条

（
略
）

２

県
は
、
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
産
業
に
携
わ
る
者
、
研
究
機
関
、
地

域
住
民
等
と
の
相
互
の
緊
密
な
連
携
協
力
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
本
方
針
）

第
五
条

県
は
、
次
に
掲
げ
る
産
業
の
振
興
に
係
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
地

域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

産
業
の
高
付
加
価
値
化
、
経
営
の
革
新
及
び
新
た
な
産
業
の
創
出
を
促

進
す
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

資料２－２



二

六

安
全
で
安
心
な
農
林
水
産
物
及
び
製
品
等
の
生
産
及
び
流
通
を
促
進
す

る
こ
と
。

七
・
八

（
略
）

九

国
際
的
視
点
に
立
っ
た
産
業
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

（
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
産
業
の
振
興
）

第
六
条

県
は
、
前
条
の
基
本
方
針
を
勘
案
し
、
県
内
の
各
地
域
の
特
性
に
応

じ
た
産
業
の
振
興
を
、
地
域
別
に
、
効
果
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
は
、
地
域
の
住
民
、

市
町
、
産
業
に
携
わ
る
者
等
と
の
協
働
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
意
見
の
施
策
へ

の
反
映
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１

（
略
）

２

こ
の
条
例
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
社
会
的
環
境
の
変
化
及
び
こ
の

条
例
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
検

討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の

と
す
る
。

六

安
全
で
安
心
な
農
林
水
産
物
及
び
製
品
等
の
生
産
を
促
進
す
る
こ
と
。

七
・
八

（
略
）

【
新
設
】

２
・
３

（
略
）

（
地
域
の
特
性
応
じ
た
産
業
の
振
興
）

第
六
条

県
は
、
前
条
の
基
本
方
針
を
勘
案
し
、
県
内
の
各
地
域
の
特
性
に
応

じ
た
産
業
の
振
興
を
、
地
域
別
に
、
効
果
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
は
、
地
域
の
住
民
、

市
町
、
産
業
に
携
わ
る
者
等
と
の
協
働
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１

（
略
）

２

こ
の
条
例
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し

て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。


